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議会改革に関する検討結果について（第 5 回報告） 

 

 当委員会で定めました議会改革の検討項目のうち、検討が終了した事項につ

いて下記のとおり結果を報告します。  

今後、検討結果に伴う事務処理及び必要に応じて全議員への周知または関係

する他の委員会等へ通知する等、適切な対応をお願いいたします。  

なお、本件については、浜田市議会政務活動費の交付に関する細則の変更が

必要なため、議会運営委員会に諮って了承を得た上での実施をお願いします。 

 

記  

【検討項目】政務活動費について 

1 後払いについて（前払いの再検討） 

政務活動費については、年度当初に交付していたものを令和元年度から後 

払い（精算払い）に変更し、現在に至っている。政務活動を行うにあたり、 

半期ごとに精算はできるものの、議員が経費を立替える必要があり、負担が 

生じている現状もあることから、再度、後払いについての検討（前払いの再 

検討）を行った。 

その結果、後払いに変更した経緯としては、監査委員からの「より透明性 

が高く、不正受給の防止となると考えられるため、支払方法の変更を検討さ 

れたい。」という指摘事項を尊重し、委員会で十分検討した結果であることか 

ら、現時点で再度、前払いに変更することは見送ることする。なお、今後、 

政務活動費の増額等、見直しがあった場合に、必要に応じて再検討すること 

とされたい。 

 

2 使途基準について 

①市内の自家用車移動にかかる車賃の運用導入について 

浜田市議会政務活動費の交付に関する細則において、政務活動費をあてる 

ことができる経費として、「調査研究費、研修費、要請・陳情活動費について、

車利用の場合は有料道路代、ガソリン代実費」と規定しており、従来から給油



前後の差額を提示してのガソリン代実費請求としていた。 

しかしながら、上記経費にかかる市内での自家用車移動について、同様の 

実費請求の手法では、事務が煩雑であり、機動性のある調査研究に支障をきた 

す。このため、議員が調査研究費、研修費、広聴費、要請･陳情活動費を使用 

して自家用自動車で市内移動したときの車賃の額について、浜田市職員の旅費 

条例等に準じ、１キロメートルにつき 23 円を支給できることとし、以下のと 

おり細則を改正する。 

 

浜田市議会政務活動費の交付に関する細則 

ア 4 項について、下記のとおり修正する 

4  議員は､政務活動費を支出したときは必ず領収書(書籍購入などのとき 

は備考欄に題名等の記入をするなど支出内容を明確にする｡)を得るこ 

ととし､領収書が得られないときは､支出内容を証明する書類(ﾚｼｰﾄや相 

手方が発行する支出証明書等)を得ることとする｡なお、車賃については、 

自家用自動車使用簿をもって、これに代えることができる｡ 

どうしても領収書や支出を証明する書類が得られないときは､証明で 

きるものをもってこれに代えることができる｡ 

イ 10 項について、下記のとおり新たに追加する 

10 議員が調査研究費、研修費、広聴費、要請･陳情活動費を使用して自 

家用自動車で市内移動したときの車賃の額は、１キロメートルにつき 

23 円とする（公務のための旅行に職員の自家用自動車を使用する場合 

の規定（浜田市職員等の旅費に関する条例第 23 条及び同条例施行規則 

第 8 条の規定）を準用）。また、この場合、政務活動にかかる自家用自 

動車使用簿を作成し、議会事務局で確認を受けるものとする。 

ウ 「別表  政務活動費をあてることができる経費」を下記のとおり修正する。 

 

別表  政務活動費をあてることができる経費  

費目 支出することができるもの 支出することができないもの 

調 査 研 究

費 

○旅費(運賃等､宿泊料) 

○車借上料(ﾊﾞｽ､ﾀｸｼｰ等) 

○車利用の場合は有料道路代､

ｶﾞｿﾘﾝ代実費 

○調査委託(ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ委託)に要

する経費 

〇ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ使用料 

(経費の 1/3以内､年間上限額を 1

万円以内) 

〇ﾀﾌﾞﾚｯﾄ端末使用料 

(経費の 1/3以内､年間上限額を 1

万円以内) 

○調査研究に必要な資料印刷費   

●議長が承認しない視察旅費 

●先進地の位置付けに明確さを

欠く視察 

●海外視察に係る経費 

※議長に承認を得た､友好都市

及びそれに準ずる都市につい

ての視察は認める 

●議員の飲食費(食料費) 

●視察先への土産代 



研修費 ○会場使用料 

○講師謝礼 

○講師との食事代(講師分のみ) 

○旅費(運賃等､宿泊料) 

○研修会等参加者負担金､会費 

○車借上料(ﾊﾞｽ､ﾀｸｼｰ等) 

○車利用の場合は有料道路代､

ｶﾞｿﾘﾝ代実費 

●議員の飲食費 ●茶菓子 

●講師への土産代 

●政治団体等への大会､研修会

等の参加費､交通費､宿泊料等 

※ 食料費は原則的に認められ

ないが､研究研修費における

｢出席者負担金｣や｢会費｣の中

に食料費が含まれている場合

は認める｡ 

広聴費 ○会場使用料 ○資料印刷費 

○会議に伴う湯茶､茶菓子代 

○文書通信費 

○旅費  (運賃等､宿泊料) 

○車借上料(ﾊﾞｽ､ﾀｸｼｰ等) 

○車利用の場合は有料道路代､

ｶﾞｿﾘﾝ代実費 

●飲食費 

●議員の所属政党または後援会

等が主催する意見交換会、後援

会会員のみへ行うアンケート 

要請･陳情 

活動費 

 

 

 

○印刷費 ○写真代 ○文書ｺﾋﾟｰ

代 

○事務用品､消耗品 

○旅費(運賃等､宿泊料) 

○車借上料(ﾊﾞｽ､ﾀｸｼｰ等) 

○車利用の場合は有料道路代､

ｶﾞｿﾘﾝ代実費 

○郵送料 

●議長が承認しない要請･陳情

活動の経費 

 

 

 

 

 

資 料 作 成

費 

○印刷費 

○写真代 

○文書ｺﾋﾟｰ代 

○研究･研修･視察等の報告書作

成に係る印刷代､写真代 

○事務用品､消耗品 

(明確に政務活動費に係るも

の以外は按分:該当経費の 1/3

以内､年間上限額を 1 万円以

内) 

○ﾘｰｽ料 

●議員個人､政党の宣伝活動に

係る経費 

●選挙活動の資料作成費 

●議会活動報告書等の印刷､郵

送料等の経費 

資 料 購 入

費 

○書籍購入費 

(明確に政務活動費に係るもの

以外は按分:該当経費の 1/3 以

内) 

○新聞購読料(専門誌のみ該当

経費の 1/3 以内) 

●新聞購読料で一般紙は認めな

い｡ 

●所属政党､宗教等の図書､雑

誌､新聞等 

 



その他 

(上記費目

す べ て に

該当) 

 ●電話代(自宅､携帯) 

●名刺代 

●議員個人の自動車管理費 

●政治活動に係る経費 

●慶弔関係経費､見舞金､餞別､

寸志､電報､祝詞等 

●政党への寄付金 

●私的支出に係る経費 

備  考 （1）宿泊料は、原則実費とし、浜田市職員等の旅費に関する条例 

の別表にある常勤の特別職の職員の宿泊料から朝食・夕食代の 

2,600 円を除いた額（県内は 9,200 円、県外は 10,500 円、東京 

都・政令指定都市は 12,500 円）の範囲内とし、超える部分は 

自己負担とする。 

（2）運賃等とは、鉄道賃、航空賃、船賃、車賃のことをいう。 

 

 

様式(細則 10) 

 

日付 経路 目的（用務）
距離
（km）

車賃 費目 内容 備考
事務

局欄

政務活動にかかる自家用自動車使用簿
事務局確認　　  　　令和●年●●月分

 
 


